
商標の国際登録制度
『マドリッド制度』の概要(初級)
- 制度を学びたいスタートアップ、

中小企業の方にも！
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マドリッド情報・促進部 マ
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本日の内容

⁃ 海外での商標保護の重要性とその方法
⁃ 商標の国際登録制度（マドリッド制度）のプロセス
⁃ オンラインツールを使った事前調査・出願と登録後の管理
⁃ Q＆A セッション
⁃ お知らせ
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海外での商標保護の重要性とその方法
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海外における商標保護の重要性

事業展開先で  商標権を取得していれば
…

商標権を取得していないと…

 商標権は各国・地域ごとに取得が必要(属地主義)
 商標権は早い者勝ち

- 模倣品に対抗できない
- 自社のブランド名を先取り出願(冒認出願)され

るリスクあり
- 海外企業から権利侵害で訴えられるリスクあり
- ECサイトで商品を販売できない可能性あり(出店

する際にECプラットフォーマーから商標登録の証明を求められる
ケースが多い)

- 模倣品を排除できる(税関での輸入差止め、警告
状送付、訴訟)

- 冒認出願を排除するコスト不要
- 安心して自分の商標を使える
- ECサイトの求めに応じて商標登録の証明を提出し

て出店可能
- 金融機関からの資金調達に有利(事業性評価に

活きる)

！



5 WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

海外で商標権を取得する二つの方法

⁃ 直接出願ルート

権利を取得したい国の知的財産庁に直接出願を行う方法

⁃ 国際登録出願ルート

WIPO国際事務局に対して、マドリッド制度に基づく国際登録出願を行う方法
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各国知的財産庁への直接出願

米国 更新／名義
変更等

ドイツ

ブラジル

中国

更新／名義
変更等

更新／名義
変更等

更新／名義
変更等
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マドリッド制度を利用した国際登録出願

中国

日本
（本国官庁）

ブラジル

ドイツ

米国

更新／名義
変更等

基礎商標

国際登録出願の基礎となる
日本国内の商標出願・登録

国際登録簿による一元管理

WIPO
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マドリッド同盟国
- WIPOマドリッド制度の加盟国は、115の国と地域で構成され、131か国をカバー

※2024年６月現在。EU（欧州連合知的財産庁）とOAPI（アフリカ知的財産機関）を含む
※すべての同盟国はマドリッド協定議定書に加盟。そのうち、55か国はマドリッド協定にも加盟

- 世界貿易の約８割の経済圏に相当
     

近年の加盟：2022年3月 ジャマイカ
2022年7月 チリ、カーボベルデ
2023年2月 ベリーズ
2023年5月 モーリシャス
2024年5月 カタール（詳細:INFORMATION NOTICE MADRID/2024/10及び2024/12）

- 複数の国々がWIPOとマドリッド制度への加盟に向けて協議中。
今後も加盟国は増加していく見込。
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今後の加盟見通し – 2024/25

- アフリカ諸国: 南アフリカ

- アラブ地域: サウジアラビア

- アジア: バングラディシュ, パプアニューギニア, スリランカ,
フィジー, トンガ

中国、香港特別行政区への領域拡張

- ヨーロッパ: マルタ
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マドリッド同盟国

115 members (including EU and OAPI) covering 131 countries
8 countries accession outlook

マドリッド制度加盟国一覧
https://www.wipo.int/ja/web/madrid-
system/members/index

https://www.wipo.int/ja/web/madrid-system/members/index
https://www.wipo.int/ja/web/madrid-system/members/index
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国際登録出願の件数 – 2009-2023

WIPO Statistics Database, March 2024.

- 2023年の出願件数は約64,200件で2022年と比べて7%減

- 2020年の出願件数をわずかに上回る

WIPO Statistics Database, March 2024.
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国際登録出願の件数 – 2023

WIPO Statistics Database, March 2024.

国別(出願人住所ベース)のマドリッド出願件数（2023年）

- 日本から海外への国際登録出願件数は2,846件で第7位(前年同様)

WIPO Statistics Database, March 2024.
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Rank Name Origin Applications
1 L'OREAL France 199
2 Bayerische Motoren Werke AG Germany 124
3 Euro Games Technology Ltd. Bulgaria 118
4 Boehringer Ingelheim International 

GmbH
Germany

110
4 Novartis AG Switzerland 110

6 Berlin-Chemie AG Germany 107
7 Shiseido Company, Ltd Japan 103
8 Mizuno Corporation Japan 79

9 Huawei Technologies Co., Ltd. China 78
10 Apple Inc. US 74

出願人別出願件数ランキング（2023年）

WIPO Statistics Database, March 2024.

- 出願人ランキングTOP100内には８社の日本企業がランクイン
- TOP10内にも２社がランクイン（資生堂（７位）、ミズノ（８位））
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商標の国際登録制度（マドリッド制度）の
プロセス
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マドリッド制度とは

米国

欧州

豪州

基礎商標
（日本）

- 一つの出願で複数の国に出願するのと同等の効果

- 国際登録の更新、名義人変更などの各種管理手続きが一括でできる

- 国際登録後に、新たな国を追加して指定（事後指定）し、保護の範囲を拡張するこ
とができる



16 WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

国際登録出願・管理のプロセス

出願人
(代理人)

日本国
特許庁

WIPO

A国
知財庁

B国
知財庁

C国
知財庁

基礎商標
(国内出願・登録)

STEP1：本国官庁における認証
出願人は国内の基礎商標を基に本国官庁に出願。本国官庁
は出願を認証し、WIPOへ送付。

指定国

STEP2：WIPO国際事務局における方式審査・
国際登録
WIPOは出願内容の方式（料金、商品役務の区分など）を審
査した後、問題がなければ国際登録簿に記録し、公報を発行。
国際登録証を交付。指定国官庁に通報。

STEP3：指定国における実体審査
指定国において保護が認められるか否か／保護される範囲は、
各国の法令に基づく実体審査を経て判断される。

本国

WIPO
国際登録簿で
一元管理

国際登録の管理：
更新、指定国の追加（事後指定）、名義変更等の各種変更
は、WIPOに一括で申請可能。
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STEP1：本国官庁における認証
＜流れ＞
- 本国官庁JPOへの国際出願は、様式MM2の紙（窓口又は郵送）による提出

又はオンラインでの出願（2022年6月開始）
- 本国官庁は、基礎要件や出願人適格等を審査し、不備がなければWIPOへ願書を送付

＜本国官庁における認証事項＞
- 基礎要件
 本国官庁の国内において、既に商標出願又は商標登録をしていること

①基礎商標と国際登録出願の商標が同一
②基礎商標の商品・役務と国際登録出願の商品・役務が同一又はその範囲内
③基礎商標の出願人又は権利者と国際登録の出願人が同一

- 出願人適格
 日本国民又は日本に住所もしくは居所（法人の場合は営業所）を有していること
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国際登録出願にかかる費用
- 日本国特許庁に支払う手数料※

９，０００円

- WIPO国際事務局に支払う手数料
基本手数料：６５３CHF（商標に色彩がある場合は９０３CHF）
＋

指定国が定める手数料（指定国数、区分数による）

※2024年１月１日以降のMadrid e-Filing（オンラインでの国際出願手続）を用いた出願については、本国官庁手数料9,000円に相当する
額をスイスフランで他の手数料と共にWIPOに納付する方法に変更となっています。
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手数料額の例（出願）

ケース①（出願）
 商   標：色彩なし
 区分数：１
 指定国：中国、欧州、米国

約３８万円※1

（１CHF＝171円で換算）

内訳

本国官庁手数料 日本：９，０００円※2

基本手数料 国際事務局：６５３ＣＨＦ

指定国手数料 中国： ２４９ＣＨＦ
欧州： ７８９ＣＨＦ
米国： ４６０ＣＨＦ

※1 2024年6月5日現在

※2 Madrid e-Filingを利用した2024年1月以降の出願はスイスフランで
国際事務局に支払い
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手数料額の例（更新）

ケース②（更新）
 商   標：色彩なし
 区分数：１
 指定国：中国、欧州、米国

約３８万円※1

（１CHF＝171円で換算）

※1 2024年6月5日現在

※本国官庁を経由して申請する場合は、上記に加えて４，２００円の本
国官庁手数料が必要。

内訳
基本手数料 国際事務局：６５３ＣＨＦ
指定国手数料 中国： ４９８ＣＨＦ

欧州： ７８９ＣＨＦ
米国： ２７６ＣＨＦ

合計 ２２１６ＣＨＦ
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Fee Calculator

https://madrid.wipo.int/feecalcapp/

- 出願費用のほか、更新費用、事後指定の費用などの計算も可能

個別手数料の額は変動するため、
手続直前の再チェックを推奨

“New application”を選択

本国（日本）を選択

商品・役務の区分数を選択

保護を求める国を選択

https://madrid.wipo.int/feecalcapp/
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STEP2：WIPOにおける方式審査・国際登録

- 欠陥通報の内容
- 分類欠陥（本国官庁が是正すべき欠陥）（規則12(1)）

- 表示欠陥（本国官庁が是正すべき欠陥）（規則13(1)）

- その他の欠陥（主に料金）（規則11）

- 方式審査後の流れ
- 出願言語以外への翻訳、国際登録簿への記録（Madrid Monitorにも記録）

- 指定国への通報、本国官庁への通知、名義人への登録証の送付（規則14(1)）

- WIPO公報への掲載（E-Gazette)（規則32(1)(a)(i)）

MM2受理 方式審査
欠陥通報 みなし取下げ

通報・公報翻訳
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STEP3：指定国官庁における実体審査
- 保護が認められるか否か、指定国の国内法に基づき審査（議定書4条(1)）
- 審査期間：原則、指定国がWIPOから通報を受けた日から12か月以内

  ただし、議定書第5条(2)(b)に基づく宣言をしている国は18か月以内（規則18(2)(a)）
- 上記期間内に拒絶理由が発見されない場合、保護認容声明を送付（規則18の3(1)）
- 保護できない理由がある場合、指定国官庁は暫定拒絶通報を名義人（代理人）に 通知（議定書5条）
- 暫定拒絶通報送付可能期間内にいずれの通報も送付されない場合、国際登録の日又は領域指定の記録の日から保護された

ものとみなされる（議定書4条(1) ）
※Madrid Monitorに保護されたものとみなされる旨が表示される

  

＜注意＞
- 中国、ガンビア、マダガスカルは、規則第17(5)(e)に基づく宣言により暫定拒絶通報が審査段階での最終的な通知となる。
- 登録証の発行は条約上の義務ではないため、各国の登録証は自動的に発行する国、請求により発行する国、発行しない国がある。
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暫定拒絶通報への応答
- 暫定拒絶通報後の手続の詳細（再審査又は審判請求等の応答手段、現地代理人の要否、MM6

（Limitation）による応答が可能か等）は、暫定拒絶通報の記載やMadrid Member Profiles を確
認しつつ、必要に応じて現地代理人に相談

上記以外にも…
 知財庁のコンタクト先
 登録後の権利維持のための手続き
 登録証の発行の有無や入手方法

などが調べられます。

URL：https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember

https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember
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事後指定（Subsequent designation）
- 指定国の追加と商品・役務の追加

• 国際登録出願時に指定しなかった国を追加可能。
• 国際登録出願時に加盟国でなかった国も、加盟後に追加可能*。

*ただし、以下の国は議定書14条(5)の宣言により加盟日以前の国際登録を基に事後指定はできない。
 エストニア(1998.11.18)、フィリピン(2012.7.25)、インド(2013.7.8)、ブラジル（2019.10.2）

• 商品・役務の追加は、国際登録簿に登録されている商品・役務の範囲内で追加可能
- 事後指定日
 国際事務局へ申請 → 国際事務局の受理日（欠陥がある場合、欠陥が是正された日）
 本国官庁経由で申請 → 本国官庁の受理日（2ヶ月以内にWIPOが受理した場合）

- 存続期間
 国際登録日から１０年（事後指定日から１０年ではないことに注意）
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更新（Renewal）

- 国際登録日から１０年ごと

- 更新手続では、単に国際登録の保護期間を延長するための手続として扱われるため、
商品サービスに関する変更はできない（更新する指定国を減縮することは可能）。 

- WIPO国際事務局より、存続期間満了日の6か月前に非公式の通知（リマインダー）
を名義人及び代理人へ送付

（注）この通知が名義人（又は代理人）の手に渡らなかったことをもって、期日までに支払いができなかったという理由は
認められない。
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オンラインツールを使った事前調査・出願と
登録後の管理
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eMadridへのアクセス

WIPO website, 2024

- eMadridにはWIPO website又はWIPO IP Portalから WIPOアカウントを使ってアクセス

https://www.wipo.int/en/web/emadrid/index
https://www.wipo.int/madrid/en/
https://ipportal.wipo.int/dashboard
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国際登録出願の準備
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eMadrid – Find & Monitor
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Global Brand Database（GBD）

- 以下の80以上のデータソースへのアクセスを含むデータ
ベース

• マドリッド制度による国際商標登録データ
• 参加官庁・広域官庁の商標データ
• リスボン制度による原産地名称データ
• パリ条約6条の3による紋章・記章データ
• WHO医薬品国際一般名称［INN］データ

注：ただし、GBD は、全てのグローバルの既存商標をリアルタイムで
表示するものではありません。

URL: https://www.wipo.int/reference/en/branddb/

https://www.wipo.int/madrid/en/
https://www.wipo.int/lisbon/en/
https://www.wipo.int/article6ter/en/
https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn
https://www.wipo.int/reference/en/branddb/
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Global Brand Database（GBD）

URL: https://www.wipo.int/reference/en/branddb/

https://www.wipo.int/reference/en/branddb/
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Global Brand Database（GBD）

レイアウト
変更

検索結果の
フィルタリ

ング

検索結果のダ
ウンロード

URL: https://www.wipo.int/reference/en/branddb/

https://www.wipo.int/reference/en/branddb/
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画像検索（イメージ・サーチ）

URL: https://www.wipo.int/reference/en/branddb/

ドラグ & ドロップ

https://www.wipo.int/reference/en/branddb/
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Madrid Goods ＆ Services Manager（MGS）
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Madrid Goods ＆ Services Manager（MGS）
- 指定商品・役務リスト作成支援のためのオンラインツール。商品表示がWIPOや加盟国において

採択可能かチェックする機能あり

URL：https://webaccess.wipo.int/mgs/

検索

リスト読み込み リスト出力

リスト編
集

WIPOにおける採択可能性

指定国採択可否の
チェック

指定国における採択可能性

緑 採択可（収録表示）
オレンジ 不明（未収録）
赤 区分の誤り（異なる区分）

緑 採択された表示
灰色 不明
赤 拒絶された表示

https://webaccess.wipo.int/mgs/
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国際登録出願
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eMadrid – オンライン出願

①

②
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eMadrid
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Madrid e-Filing
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Madrid e-Filing
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Madrid e-Filing
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Madrid e-Filing
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Madrid e-Filing

ログイン

よくある質問

- 特許庁ウェブサイト

ユーザーガイド

- 日本語によるウェビナー動画及び資料(WIPOウェ
ブサイト)

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html

https://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/webinars_in_japanese.html

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html


45 WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

国際登録の管理
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eMadrid – 商標管理

https://www.wipo.int/web/emadrid
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Madrid Monitor

https://madrid.wipo.int/feecalcapp/

- マドリッド制度により国際登録された商標のステータスと国際登録にかかる出願の最新の進捗状況の
照会が可能

商標、名義人名、国際登録番号／基礎出願番号などで検索

検索結果のダウンロード

検索結果のカスタマイズ

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
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Madrid Monitor
アラート機能

（WIPOアカウントで
ログインが必要）
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Madrid Monitor

指定国ごとのステータス
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Madrid Monitor

保護状況をまとめた文章
(Status of protection)をダウ
ンロード

WIPOの証明書類の請求
ページへのリンク現在の保護

状況

ステータスの補
足説明

指定国にかか
る通報・記録



51 WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

Madrid Monitor
✓名義人や各国
官庁への通報日

✓処理状況✓公報発行日

✓国際登録
簿への記録
日

✓手続の種類
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国際登録後の各種手続き
- 国際登録の一括管理：WIPOに対して変更手続きをすることで、一括して各種変更ができる。
WIPOが国際登録簿に変更を記録し、指定国へ通報。指定国に対する個別の変更手続きは不要

手続き ＭＭ様式 ＭＭ様式の提出先 料金(スイスフラン)

事後指定 MM4 WIPO又は締約国官庁 区分数、指定国数等による

名義変更 MM5 WIPO又は締約国官庁 177 (×国際登録数)
商品役務リストの限定 MM6 WIPOへ直接 177 (×国際登録数)
指定の放棄 MM7 WIPOへ直接 無料
国際登録の取消 MM8 WIPOへ直接 無料
名義人の名称・住所変更 MM9 WIPOへ直接 150
代理人の名称・住所変更 MM10 WIPOへ直接 無料
更新 MM11 WIPO又は締約国官庁 区分数、指定国数等による

代理人の選任・変更 MM12 WIPOへ直接 無料

すべてオンライン
（eMadrid）によ
る手続きが可能
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eMadridを利用した各種申請

https://madrid.wipo.int/

事後指定Madrid Monitor
へのリンク

指定の放棄 国際登録の取消

商品・役務の限定

更新

記録の訂正
（更正） 証明書の請求

代理人の選任や
名称・連絡先の変更

名義人名称・
住所等の変更 名義変更

オンライン支払

https://madrid.wipo.int/


54 WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

中間書類の申請手段

WIPO Madrid Registry, Internal indicators, 2024.
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欠陥通報率と平均処理期間

WIPO Madrid Registry, internal indicators, 2024.
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Q＆A
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本日の講義内容についてのご質問を受け付けております。
Q＆Aボックスに質問を入力し、送信してください。

※なお、時間の制約上、全てのご質問にお答えできない場合もございますこと、予めご了承ください。

Q＆A
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お知らせ
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WIPO日本事務所ウェブサイト

WIPO日本事務所

■ WIPO日本事務所 公式Xアカウント
https://twitter.com/WipoJapanOffice

https://twitter.com/WipoJapanOffice
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WIPO日本事務所ウェブサイト:日本語の資料
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https://www.wipo.int/web/ip-advantage

マドリッド制度活用事例（ケース・スタディ）

2023年：クリプトン・フューチャー・メディア 2022年：サントリーホールディングス2024年：森・濱田松本法律事務所
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オンラインセミナー(Webinar)
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今後のウェビナ―開催予定

・６月2 5日（火） 1 0時0 0分～ 1 1時4 5分（日本時間） *弁理士会認定研修対象

中南米・中東アフリカの知的財産概況

・7月2 5日（木） 1 6時0 0分～ 1 7時3 0分（日本時間） *弁理士会認定研修申請中

インドの知的財産概況
※ 都 合 に よ り 、 ス ケ ジ ュ ー ル や タ イ ト ル は 変 更 に な る 可 能 性 が ご ざ い ま す の で 、 ご 了 承 く だ さ い 。

ご 参 加 登 録 は W I P O 日 本 事 務 所 ウ ェ ブ サ イ ト よ り お 願 い い た し ま す 。

h t t p s : / / w w w . w i p o . i n t / j a / w e b / o f f i c e - j a p a n / w e b i n a r s _ i n _ j a p a n e s e
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お問合せ先

- 世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所

- 住所: 〒100-0013 

東京都千代田区霞が関1丁目4-2 

大同生命霞が関ビル3階

- TEL: 03-5532-5030

- E-Mail: japan.office@wipo.int

- URL:  www.wipo.int/japan

mailto:japan.office@wipo.int
http://www.wipo.int/japan
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